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交
通
事
故
な
ど
第
三
者
（
自
分
以

外
）
の
行
為
が
原
因
で
負
傷
等
を
し
た

場
合
、
加
害
者
が
被
害
者
の
医
療
費

を
負
担
い
た
だ
く
の
が
原
則
で
す
。
こ

の
場
合
、
被
害
者
が
保
険
証
を
使
う

と
き
に
は
法
令
に
基
づ
き
届
け
出
が

必
要
で
す
。

　
国
民
健
康
保
険
や
後
期
高
齢
者
医

療
に
ご
加
入
の
方
で
、
第
三
者
行
為
に

よ
り
負
傷
等
を
し
、
保
険
証
を
使
用

す
る
（
使
用
し
た
）
場
合
は
、
速
や
か

に
町
民
税
務
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

○
第
三
者
行
為
と
は

・
相
手
が
い
る
交
通
事
故

・ 

他
人
の
犬
に
噛
ま
れ
た
、
他
人
に
殴

ら
れ
た 

な
ど

○�

こ
の
よ
う
な
場
合
も
届
け
出
が
必

要
で
す

・ 

誰
か
が
運
転
す
る
車
に
同
乗
中
の
自

損
事
故

・
ご
自
身
の
過
失
が
大
き
い
事
故

・
相
手
が
不
明
の
事
故

○
保
険
証
が
使
え
な
い
と
き

・ 

業
務
上
の
負
傷
や
病
気
（
労
災
保
険

の
対
象
と
な
り
ま
す
）

・ 

相
手
と
取
り
決
め
や
示
談
を
し
て
し

ま
っ
た
場
合
（
示
談
内
容
に
よ
り
ま

す
）

・
け
ん
か
や
泥
酔
に
よ
る
傷
病
等

○
お
問
い
合
わ
せ

　
町
民
税
務
課
　
町
民
Ｇ

　
☎

（84）
１
９
６
５
（
直
通
）

　
12
月
時
点
で
介
護
認
定
を
受
け
て

い
る
65
歳
以
上
の
方
の
う
ち
左
記
要

件
に
該
当
す
る
方
は
、
障
害
者
手
帳

を
お
持
ち
で
な
く
て
も
障
害
者
控
除

対
象
者
認
定
書
が
交
付
さ
れ
る
こ
と

で
、
所
得
税
と
住
民
税
の
障
害
者
控

除
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

○�

要
件
　
主
治
医
意
見
書
に
記
載
さ

れ
て
い
る
認
知
症
高
齢
者
の
日
常

生
活
自
立
度
判
定
基
準
が
Ⅱ
以
上

の
方
、
ま
た
は
、
障
害
高
齢
者
の
日

常
生
活
自
立
度
（
寝
た
き
り
度
）
判

定
基
準
が
Ａ
以
上
の
方

○
お
申
し
込
み

　 

対
象
者
の
介
護
保
険
被
保
険
者
証

と
申
請
者
の
本
人
確
認
書
類
を
持

参
し
⑦
番
窓
口
へ
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
健
康
福
祉
課
　
高
齢
者
支
援
Ｇ

　
☎

（84）
０
０
０
６
（
直
通
）

　
農
林
業
セ
ン
サ
ス
は
、
５
年
に
一
度

実
施
し
て
い
る
我
が
国
の
農
林
業
・
農

村
地
域
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
最

も
基
本
的
な
調
査
で
す
。

　
１
月
中
旬
か
ら
各
行
政
区
の
統
計

調
査
員
が
農
家
の
方
を
訪
問
し
、
調

査
票
を
配
布
し
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

○
実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
（
予
定
）

※ 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
調

査
票
の
回
答
が
可
能
で
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
ま
ち
づ
く
り
戦
略
課
　
政
策
Ｇ

　
☎

（84）
１
１
１
１
（
内
線
２
１
２
）

１月中旬　調査員は調査票配布

  ⬇
2月1日現在　調査票記入

  ⬇
2月上旬　調査員が調査票を回収

国
民
健
康
保
険
︑
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
の
第
三
者

行
為
に
よ
る
被
害
届

２
０
２
５
年
農
林
業
セ
ン

サ
ス
を
実
施
し
ま
す

介
護
保
険
認
定
者
の
障
害

者
控
除
対
象
者
認
定
書
の

交
付




